
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
六
―
三
（
災

害
を
受
け
た
職
員
の
福
祉
事
業
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
一
六
―
三
―
五
〇

人
事
院
規
則
一
六
―
三
（
災
害
を
受
け
た
職
員
の
福
祉
事
業
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
六
―
三
（
災
害
を
受
け
た
職
員
の
福
祉
事
業
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
旅
行
費
）

（
旅
行
費
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）



第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
旅
行
費
は
、
旅
行
に
必

第
十
一
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
旅
行
費
は
、
鉄
道
賃
、

要
な
実
費
を
支
給
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
人
事
院
の

船
賃
、
車
賃
及
び
宿
泊
料
と
し
、
支
給
を
受
け
る
者
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
給
を
受
け
る
者
の
居
住
地

居
住
地
又
は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
最
も
経
済
的

又
は
滞
在
地
か
ら
目
的
地
に
至
る
最
も
経
済
的
な
通
常

な
通
常
の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
、
か
つ
、
次
に
定
め

の
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
旅
行
し
た
場
合
に
よ
つ
て
計

る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

算
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
、
支
給
す
る
。

実
費
を
支
給
す
る
。

（
削
る
）

一

鉄
道
賃

旅
客
運
賃
、
急
行
料
金
（
普
通
急
行
列

車
若
し
く
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
り

片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
旅
行
す
る
場
合
又
は

特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
り
片
道
百
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
旅
行
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
別
車
両
料
金
（
旅
客

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
り
旅



行
す
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
座
席
指
定
料
金
（
普

通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
り
片
道
百
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
以
上
旅
行
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
し
、

旅
客
運
賃
及
び
急
行
料
金
は
、
旅
客
運
賃
の
等
級
を

二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
上
位
の
等
級
の
旅
客
運
賃
及
び
急
行
料

金
と
す
る
。

（
削
る
）

二

船
賃

旅
客
運
賃
、
特
別
船
室
料
金
（
旅
客
運
賃

を
二
以
上
の
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
り
旅
行
す

る
場
合
を
除
く
。
）
及
び
座
席
指
定
料
金
と
し
、
旅

客
運
賃
は
、
そ
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
船
舶

に
よ
り
旅
行
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
中
位
の
等
級
の

旅
客
運
賃
、
二
階
級
に
区
分
す
る
船
舶
に
よ
り
旅
行



す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
上
位
の
等
級
の
旅
客
運
賃
と

す
る
。

（
削
る
）

三

車
賃

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
と

し
、
全
路
程
を
通
算
し
た
距
離
（
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た

距
離
）
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
の
程
度

に
よ
り
こ
の
額
に
よ
り
難
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
実
費
額
と
す
る
。

（
削
る
）

四

宿
泊
料

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
別
表
第
一
に

お
い
て
甲
地
方
と
定
め
ら
れ
て
い
る
地
域
に
宿
泊
す

る
場
合
は
一
夜
に
つ
き
八
千
七
百
円
と
し
、
そ
の
他

の
地
域
に
宿
泊
す
る
場
合
は
一
夜
に
つ
き
七
千
八
百



円
と
す
る
。

（
奨
学
援
護
金
の
支
給
）

（
奨
学
援
護
金
の
支
給
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
六
条

奨
学
援
護
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
十
六
条

奨
学
援
護
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

額
の
合
計
額
と
す
る
。

額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別

一

小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別

支
援
学
校
の
小
学
部
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

支
援
学
校
の
小
学
部
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

一
人
に
つ
き
月
額
一
万
六
千
円

一
人
に
つ
き
月
額
一
万
五
千
円

二

中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教

二

中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教

育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部

育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部

に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
人
に
つ
き
月
額
二

に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
人
に
つ
き
月
額
二

万
一
千
円

万
円

三

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
特
別

三

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
特
別



支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年

支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年

か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専
修
学

か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く
は
専
修
学

校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
一
般
課
程
に
在
学
す
る
者

校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
一
般
課
程
に
在
学
す
る
者

又
は
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
け
る
職
業
訓
練

又
は
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
け
る
職
業
訓
練

を
受
け
る
者
（
人
事
院
が
定
め
る
者
に
限
る
。
）
若

を
受
け
る
者
（
人
事
院
が
定
め
る
者
に
限
る
。
）
若

し
く
は
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
に
準
ず
る
施
設

し
く
は
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
等
に
準
ず
る
施
設

に
お
け
る
教
育
訓
練
等
を
受
け
る
者
（
人
事
院
が
定

に
お
け
る
教
育
訓
練
等
を
受
け
る
者
（
人
事
院
が
定

め
る
者
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
一
人
に
つ
き
月

め
る
者
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
一
人
に
つ
き
月

額
二
万
円

額
一
万
九
千
円

四

（
略
）

四

（
略
）

（
障
害
特
別
援
護
金
の
支
給
）

（
障
害
特
別
援
護
金
の
支
給
）

第
十
九
条
の
四

実
施
機
関
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し

第
十
九
条
の
四

実
施
機
関
は
、
公
務
上
負
傷
し
、
若
し

く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若

く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に
よ
り
負
傷
し
、
若



し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
治
つ
た
と
き
障
害
等
級
に
該

し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
治
つ
た
と
き
障
害
等
級
に
該

当
す
る
程
度
の
障
害
が
存
す
る
者
に
は
、
障
害
特
別
援

当
す
る
程
度
の
障
害
が
存
す
る
者
に
は
、
障
害
特
別
援

護
金
と
し
て
、
千
四
百
三
十
五
万
円
（
通
勤
に
よ
る
負

護
金
と
し
て
、
千
四
百
三
十
五
万
円
（
通
勤
に
よ
る
負

傷
又
は
疾
病
の
場
合
（
既
に
公
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病

傷
又
は
疾
病
の
場
合
（
既
に
公
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病

に
よ
る
障
害
の
あ
る
者
が
同
一
部
位
に
つ
い
て
障
害
の

に
よ
る
障
害
の
あ
る
者
が
同
一
部
位
に
つ
い
て
障
害
の

程
度
を
加
重
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
八

程
度
を
加
重
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
九

百
四
十
五
万
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
が
定

百
十
五
万
円
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
が
定
め

め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
傷
病
特
別
給
付
金
の
支
給
）

（
傷
病
特
別
給
付
金
の
支
給
）

第
十
九
条
の
六

実
施
機
関
は
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け

第
十
九
条
の
六

実
施
機
関
は
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け

る
権
利
を
有
す
る
者
に
は
、
傷
病
特
別
給
付
金
と
し

る
権
利
を
有
す
る
者
に
は
、
傷
病
特
別
給
付
金
と
し

て
、
一
年
に
つ
き
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
べ
き
補

て
、
一
年
に
つ
き
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
べ
き
補

償
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
傷
病
補
償

償
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
傷
病
補
償



年
金
の
額
に
特
別
給
支
給
率
（
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の

年
金
の
額
に
特
別
給
支
給
率
（
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の

原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾

原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾

病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日

病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日

か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
（
そ
の
期
間
内
に
採
用
さ

か
ら
起
算
し
て
過
去
一
年
間
（
そ
の
期
間
内
に
採
用
さ

れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
採
用
さ
れ
た
日
ま
で
の

れ
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
採
用
さ
れ
た
日
ま
で
の

間
）
に
そ
の
職
員
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
給
与
法
に
規

間
）
に
そ
の
職
員
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
給
与
法
に
規

定
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
並
び
に
任
期
付
研
究

定
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
、
任
期
付
職
員
法
第

員
法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
任
期
付
研
究
員
業
績

七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当

手
当
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
の
総
額
の
当
該
期

並
び
に
任
期
付
研
究
員
法
第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る

間
内
に
支
払
わ
れ
た
補
償
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す

任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給

る
平
均
給
与
額
の
算
定
の
基
礎
と
さ
れ
る
給
与
の
総
額

与
の
総
額
の
当
該
期
間
内
に
支
払
わ
れ
た
補
償
法
第
四

に
対
す
る
率
を
い
い
、
そ
の
率
が
百
分
の
二
十
を
超
え

条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
均
給
与
額
の
算
定
の
基
礎
と

る
者
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
と
し
、
人
事
院
が
定
め

さ
れ
る
給
与
の
総
額
に
対
す
る
率
を
い
い
、
そ
の
率
が



る
者
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

百
分
の
二
十
を
超
え
る
者
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
と

人
事
院
の
定
め
る
率
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ

し
、
人
事
院
が
定
め
る
者
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
を

て
得
た
額
を
、
毎
年
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院
の
定
め
る
率
と
す
る
。
以

し
、
そ
の
額
は
、
百
五
十
万
円
に
、
第
一
級
、
第
二
級

下
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
毎
年
支
給
す
る
も

又
は
第
三
級
の
傷
病
等
級
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
三
百
六

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
百
五
十
万
円
に
、

十
五
分
の
三
百
十
三
、
三
百
六
十
五
分
の
二
百
七
十
七

第
一
級
、
第
二
級
又
は
第
三
級
の
傷
病
等
級
に
応
じ
、

又
は
三
百
六
十
五
分
の
二
百
四
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
れ
ぞ
れ
三
百
六
十
五
分
の
三
百
十
三
、
三
百
六
十
五

を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

分
の
二
百
七
十
七
又
は
三
百
六
十
五
分
の
二
百
四
十
五

を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
旅
行
費
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六
―
三
第
十
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
に
係

る
旅
行
費
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
す
る
旅
行
に
係
る
旅
行
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ

し
、
同
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
に
係
る
旅
行
費
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
当
該
旅
行

の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
廃
止
に
伴
う
傷
病
特
別
給
付
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原
因
で
あ
る
事
故
の
発
生
の
日
又
は
診
断
に
よ
っ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
が
令
和
七
年
十

二
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六
―
三
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
勤
勉
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
勉
手
当
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
四
項
に

規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
と
す
る
。


